
技術上の適合性

→対象工事とならない理由
（欄外：対象番号を記入）

公共事業とし
ての必要性

地域づくり等と
の整合性

地域要望等との
整合性

関係法令、構
造基準等との
適合性

早期対応の必
要性

他の管理者等と
の調整の難易

142
・
229

その他 治山施設
綾部市五津合町鏡
谷

１　治山ダム上流の土砂
の取り除き
２　ダム下流の山腹よう
壁山脚部の河床整備

無 ○ ⑤他事業により実施
他事業に
より実施

技術審査結果
を支持

264 その他 治山施設
綾部市小畑町天野
前

１　既設治山ダム上流の
ダム新設
２　治山施設上流の土砂
浚渫

無 ×
②治山施設の機能に支障はな
いため。

実施不可 不採択

技術審査
結果

工事の仕分け等（第１段階チェック） 技術審査（第２段階チェック）結果

公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性 速効性

対象

◆【第１段階チェック：対象とならない工事】
　①国や市町村が管理する施設に関する工事
　②利便性向上や環境整備に関する工事
　③特定の個人や団体等の利益に限られる工事
　④道路バイパス工事や河川整備工事など相当の事業期間を要する大規模な工事、建物の新築・大規模な改築工事
☆《他事業での実施》
　⑤他の事業で既に着手している又は計画区間等に含まれている工事
◆【第２段階チェック：技術審査】
　６項目について○、×の評価を記入

提案概要

府民公募型安心・安全整備事業（府民提案型）技術審査一覧【中丹地域】

審査委員会
意見等

備考
用地買収
の有無

受付
番号

提案施設

種別 名　　　　　称 所在地

◆【技術審査結果】
　・実施する①…緊急性大
　・実施する②…緊急性中
　・実施する③…緊急性小
　・他事業で実施
　・実施しない
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府民公募型安心・安全整備事業（　市町村協働型　・　府民提案型　）

番 号 142・229

路線・河川名等 由良川支支流畑口川

所 在 地 京都府
キョウトフ

綾部市
アヤベシ

五津合町
イツアイチョウ

鏡谷
カガミタニ

　地内

提 案 内 容
１　治山ダムの上流の土砂の取り除き
２　ダム下流の右岸の山腹よう壁山脚部の渓床整備

現 在 の 状 況

　治山施設の上部まで土砂の堆積がみられ、施設の上流
に雪害による倒木が多くあり、木の根元から倒れている。施
設下流に多数の人家がある。
　また、鏡谷の下流の畑口川に流れ込む水路についても土
砂の堆積が水路の上部まで埋まっている状態。大雨の時、
土砂流出すれば付近の田に土砂が入るおそれがある。

対応案及び
実施不可の場合
の理由

１　対応不可：土砂の浚渫については、ダムの上流は、安
　定しており、下流への土砂流出は確認できない。
２　ダム下流の水叩き箇所にフトンカゴ等を設置し、土砂攪
　乱を防止し、下流水路への流下を緩和する。

位 置 図

備 考

写　　　　　真



府民公募型安心・安全整備事業（　市町村協働型　・　府民提案型　）

番 号 264

路線・河川名等 由良川支流伊路屋川

所 在 地 京都府
キョウトフ

綾部市
アヤベシ

小畑町
オバタチョウ

天野
アマノ

前
マエ

　地内

提 案 内 容
１　既設治山施設の上流に新規ダムの築造
２　治山施設上流の土砂浚渫

 

現 在 の 状 況

　治山堰堤３基が設置されているが、本流２基のえん堤は
既に満杯で土砂が流出し、防火用及び水利池に堆積してい
る。
　また、支流のえん堤は、放水路面までは堆積していないも
ののえん堤から流下する水流により削られ土砂が流出、池
手前のえん堤を埋めている。

対応案及び
実施不可の場合
の理由

実施不可
１　本流２基の治山ダムは、渓床勾配を緩和し、渓岸等の
　浸食を押さえ、施設の機能を果たしている。
２　支流からの土砂流出は、ダム下流の一部で小規模な渓
　岸浸食が散見されるが下流ダムの堆砂効果区域である。

位 置 図

備 考

写　　　　　真
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